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学部入学式における総長のことば

総長 沢 同 111虫 男

入学生の諸君，おめでとうございます。

本日ここに，昭和60年度入学式を挙行し， 2,555名の棲刺とした優れた諸君を，本学に迎え得た

ことは，京都大学の最も大きな慶びとするところであります。

諸君の入学を祝い，その前途を祝福するためにご臨席いただきました本学名誉教授の先生方，各

部局長並びに教職員関係者の皆様に対して，入学生の諸君とともに心から感謝し，厚くお礼申し上

げます。

入学生の諸君，諸君はこれまで学業を積み幾多の困難を乗り越えて，めでたくこの京都大学に入

学されたのであって，今や大きな喜ーびとともに，新しい希望に燃えていることと思います。そのよ

うな諸君をみて，ご両親をはじめ，ご関係の皆様には，またどれ程の喜びをかみしめておられるこ

とかと推察し，衷心よりお慶び申し上げる次第であります。

さて諸君，諸君が志して入学された京都大学とはし、かなる大学でありましょうか。入学の初頭に

あたって，京都大学の歴史や伝統 ・学風について知ることは，そこに学ぶ者の心構えや自覚を醗成

する上で，大変重要であり，また意義深いことと思います。

京都大学は，明治30年（1897年） 6月18日に開学されたのでありますが，その創立にあたって，

当時唯一の国立大学として設置されていた東京大学が，わが国の近代化のための指導者養成機関と

して位置づけられたのに対し，時の明治政府や国会は，清新なる学術の発展を促し，其に学聞をす

る大学を創設するべく建議し，開学したのであります。清新なる学術とは，すなわち独創的な研究，
おもね

創造性に富む学術研究のことであり，また真に学聞をする大学とは，世に阿らす＼真理の探究を目

指すところの，純粋な学問の府ということであります。学術，文化等総ての面で警察明期にあったわ

が国において，この東西の両大学が競学の風を起こし，お互いに切礎琢磨し，学術文化の発展を促

そうとすることにありました。この趣旨が本学建学の精神にもつながって，その後歴代の教官や関

係者にアカデミックな学問 ・研究に対する強い使命感を意識させ，いわゆる「京都学派」と称揚さ

れる独自の学風を培ってまいりました。

京都学派ということばはι 元文学部教授の内藤虎次郎（湖南）先生（1909年～1926年の問教授）

の東洋史における独創的な研究，すなわち，これまでの中国史に関する王朝単位の断代史的な研究

を打破して，複雑な中国史を発展的に把えようとした近代史学的な研究でありますが，このユニー
か〈ま円tゃく

クな研究に対して，当時在日中の中国史家，郭沫若先生（元中国科学院長）が称呼されたのに由来

するといわれています。しかし，その後は東洋史学に限らず，もっと広い意味で使われるようにな

ったもので，京都大学の学問の風格，すなわち学風を指しております。

たしかに京都大学の学風には，一つの特徴が見いだされるのであります。それは，既に明らかに

され，また体系づけられたと考えられる既成の学聞をことごとく取り入れ，これを十分岨鳴した上

で，そのいずれにもとらわれないユニークな理論や学説を生みだすとし、う方法であります。このよ
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うな学風は，真に批判的精神を持って，かっ自由に行う学問の所産であるといえましょう。

また，真理の探究を使命とする大学においては，当然学問 ・研究の自由が必要であり，そのため

には大学の自治が尊重されなければなりません。学問 ・研究の自由と大学の自治を確立するため

に，京都大学はたゆまぬ努力を続けてまいりました。いわゆる沢柳事件（1913年～14年）や滝川事

件（1933年）などは，思索する自由と教授の自由を含む学問 ・研究の自由を確保し，大学の自治を

確立するためにたたかわれたものであります。このように京都大学は，わが国の大学の健全な管理

運営制度の創造と発展にも大きく寄与してきています。そして本年，創立88周年を迎えますが，こ

の間， 116,082名にのぼる卒業生， 20,935名の修士及び 18,570名の博士を世に送り，圏内外の学術

と文化の向上発展に大きく貢献してまいりました。

諸君も真理を学び，人生の価値を模索するにふさわしい場として，京都大学を選ばれたわけであ

りましょう。諸君は，このような京都大学の歴史や伝統 ・学風をしっかりと見つめ，これを踏まえ

て勉学されるよう望むものであります。

さて，入学生の諸君，この記念すべき日にあたり，大学において学ぶということについて所感を

申し述べてみたいと存じます。

諸君は，まず大学に学ぶことの意義を深くかみしめてほしいと思います。いうまでもなく ，京都

大学に入学したからといっても，それによってエリートとしての特権と一生の安楽の保証が与えら

れたわけではありません。大学に学ぶことの本当の意義は，大学に在学する数年間，学聞を通じて

自らを知的に練磨し，人間性を磨き上げるとし、う課題を負うことにあります。また，そのような課

題と取り組むために，知的に模索する自由な環境を得たということでもあります。

今，諸君が自らに問いかけねばならないことは，学聞は何のために存在するのか，ということで

あります。学聞は自分一人の社会的栄達のためになされるわけでもなく，また科学法則を観念的に

もて遊ぶためにあるわけで、もありません。大学は，確かに真理追究の場ではありますが，その真理

追究が人間性への願慮，人間性の尊厳への感受性に伴われていないとしたら，それは生命と正当性

を失った空しい学

問であるというこ

とになります。諸

君には，何よりも

人間性の尊厳を意

識することを期待

したいと思いま

す。

さて，この半世

紀聞における自然

科学の発展には，

目を見張るべきも

のがあります。従

来は「生命の神
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秘」，「宇宙の神秘」として，神秘のベールに包まれていた領域に自然科学は鋭いメスをいれ，人間

の自のまえにその事実を明らかにしつつあります。

ところで，このようにして得られた自然科学の成果を，我々人聞がその存在の中にどのように受

け入れるのか，という点になりますと，そこには大きく深い問題が残されているよ うに感じられま

す。例えば核エネルギーという，かつてない巨大なエネルギーを人聞は自由にし得るようになりま

したが，しかし，それを人間存在のどのような側面に対して，意義あるものとして使用できるのか。

或いはまた，人工受精や精子 ・卵子の保存可能性などが急激に発達した現代において，人間にと
いのち きずな

つての「命」，人間と人間との聞の「紳」など，我々が大切にしてきたものを，どのようなことと

して受け止めるのか。このような問題について考えてみるとき，人聞は自分の生み出してきた科学

技術の成果によって，己自身の存在の本質を脅かされているかのように思えるのであります。現代

を人間性にとっての一つの危機状況として把えることは，あまりにも一面的でありましょうか。勿

論人間性の危機といっても，我々は自然科学やテクノロジーの発展を，単純に人間性に反するもの

として決めつけるようなことを避けたいと思います。そのような科学技術の発展をあくまでも追究

して行く傾向が，そもそも人間性の中に内在していることを，我々は認めねばなりません。従っ

て，自然科学の発展について云々するのではなく，そのような急激な発展に見合った人間としての

トータルな存在感を回復するに足るような，広い意味における「人間学」の発展の必要性を痛感す

るものであります。おそらく，これは今までいわゆる「文科系」とよばれた学聞が極めて総合的ま

たは学際的に関わって成し遂げられてゆくものでありましょう。そのような認識と努力を通じてこ

そ人間性の回復がなされるものと思います。ここでしかし理科系とか文科系とかにこだわることは

むしろ無用でありましょう。アポロ 9号に乗って地球を 151周した宇宙飛行士，ラッセル ・シュワ

イカートは，宇宙遊泳をしつつあったとき，「人類という種に対する義務感を強く感じた」と述べて

います。一人の科学者として，宇宙遊泳の栄光を一人で背負うのではなく，人類総てに対する責任

感を感じたということは，誠に大切なことではないでしょうか。科学の発展に寄与しつつある一人

一人の学者が，自分の見い出したことが， 「人類という種」にもたらす効果についての責任感を持

つこと，このことはすなわち，人間性に関する大きい寄与を促すことでありましょう。これととも

に人文 ・社会系の諸学者は，現代の自然科学の発展がもたらす成果に対して，それを自己の思索の

対象として取り上げることに責任感を感じることが必要であると思われます。このように自然科学

者と人文 ・社会科学者との両者の協調 ・努力によってこそ，現在の人間性の危機が克服されていく

ものと思うのであります。

わが京都大学に伝統として流れている，優れて自由な学風は，各学問領域の壁を破って学際化 ・

総合化への努力を成し遂げてゆくことを大いに助長してくれるでありましょう。新入生の諸君，諸

君はそれぞれ専攻する学問分野における専門性の追究とともに京都大学の自由な学風をフルに活用

し，広く他の分野の知識の修得にも心がけ，全一的 ・総合的な学聞を酒養してほしいと思います。

さらにまた，自己の視野を拡大し，異った視座を持つ能力を養うためには，読書に基づく柔軟な思

索が不可欠であるといえましょう。こうしづ読書や思索は，古今東西を通じて変わらない大学生の

特権であります。特に古典と言われる優れた作品には，人間性の尊厳に対する深い洞察が秘められ

ています。このような読書や思索を通じて諸君自らの人間性を培い，豊かにされんことを希望する

ものであります。

人間性を培うというときの「培う」の意味は，もともと草木の根に耕された土をかけて育てると

oo 
qu 
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いうことであります。草木を育てることは，焦っても一朝一夕にできることではありません。それ

は根気よく持続的に行うことによって，ゆっくりとその成果が生じてくる過程であります。諸君も

これからの大学生活を通じて，草木を育てるように焦らず根気よく人間性を培うことに努力してほ

しいと思います。

さらにこの大学時代を活用して，千年の古都の芸術 ・文化に親しみ，わが国固有の文化財にも接

し，先人の残された偉業や歴史を学ぶことも忘れてはなりません。また，スポーツやクラ ブ活動を

通じて体力 ・気力を養うとともに広く良き友人をつくることも大切であります。京都大学はこのス

ポーツの面においても，輝かしい伝統を持っており，カレッジ ・スポーツの真価を高揚してまいり

ました。本学体育会を中心とした運動部やクラブ等の活躍には目覚ましいものがあります。大学に

おいて学問とスポーツを両立させるには，それ相当の努力が必要でありましょう。しかし，何事に

も精進してやまぬ情熱をもち，進んで苦難の壁にぶつかり，これを打ち破る工夫と努力をするこ

と，これこそが若い諸君にとって一番大切なことではないでしょうか。

入学生の諸君，いろいろ申し述べましたが，要するにこれからの大学生活において，大学に学ぶ

ことの意義や学問の存在意義を深くかみしめ，学問における人間性の尊厳を常に意識しつつ，自ら

の人間性を培うことに努めて下さし、。そうすることが，未来に生きる諸君の，また明るい未来社会

を創造すべき諸君への課題で・はなかろうかと存じます。

諸君の大学生活のスタートにあたり，所感を申し述べて式辞といたします。

大学院入学式における総長 のことば

総長 沢 lよl 敏 男

本日ここに，本学名誉教授の先生方をはじめ，各部局長並びに教職員関係者のご臨席を得て，

昭和60年度大学院入学式を挙行し，修士課程1,008名（外国人留学生12か国42名を含む），博士課程

及び同課程編入学168名，合計1,176名の優れた諸君を迎えることができたことは，学問 ・研究を本

領とし，また使命とする京都大学にとって誠に大きい慶びであります。諸君の中には，本学で学部

教育を終えた方も，また他大学を卒業あるいは大学院修土課程を修了した方もありますが，いずれ

も，最高学府を卒業または修了され，そのうえ各々の専門を選んで大学院に入学し，これから各々

の指導教授について研究をされるわけであります。大学院に入学できたのは，し、うまでもなく諸君

の優れた資質や能力，また，たゆまぬ精進 ・努力によることではありますが，それとともに，この

大学院入学を可能にして下さった，ご両親をはじめ周囲の方々の深いご理解と大きいご支援に対し

て感謝しなければならないと存じます。

大学院は，高等教育の最終にして最高の教育課程であります。そして，この教育は各々専門分野
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の高度の研究が行われている場においてなされるものであります。わが同の「大学院基準」には，

大学院は，大学における最高の教育機関であるとともに，学術文化の高度の研究機関であるとして

二重の重要な機能をもつものと位置づけています。このように，大学院教育の行われるところは，

高度の研究の場でなければならないということは，本来，教育すなわち後継者養成と研究とが表裏

一体となって行われる性格のものであり ，この密接不可分な一体性の関係が保持されるところに，

真に学問 ・研究の進歩があるのであります。そして，この研究 ・教育の関係は今後も保持されるべ

きものと考えられます。諸君は，大学院がもっこのような教育と研究機能の二重性の意義と，その

重要性を認識してほしいと思います。

京都大学は，基礎研究を重視する大学として，また創造性を秘めた大学として，国際的に高く評

価されています。そして，これまでに多くの輝かしい研究成果を挙げて参りました。とりわけ，大

学院における研究 ・教育活動を通じて行われてきた研究の推進や，収め得た研究の成果には，誠に

大きいものがあります。このような大学院で，これからそれぞれ自主的に，かつ創造的に研究する

ことになる諸君に対して，二，三所感を申し述べてみたいと思います。その一つは，昭和51年 2月

(1976年）に制定された京都大学大学院入学の誓調についてであります。この誓詞の文中に述べた

「学術攻究」とし、う言語表現は，当時名誉教授であられた吉川幸次郎先生（文学博士，昭和44年文

化功労者，芸術院会員，昭和55年4月8日逝去）のご意見を聞き決定したものですが，学術攻究と

いう文字を用いた理由について，当時吉川先生は次のように述べられています。 「学術攻究の攻と

いう字は，一世紀 ・漢の時代に許慎の著『説文解字』（最初の漢字典といわれている）の中に初め

て出てくる文字であって，攻は撃である。これは，その当時，物理的に物をたたくとし、う意味に用

いられたのであるが，漢の時代以降，学問的対象の処理に用いられるようになったのである。従っ

て，攻の字の意味 ・由来を考えると，大学院学生が一人前の研究者となるために懸命に勉強するこ

とに対しては，この攻究という言語表現は甚だ妥当である」。この吉川先生の主意に沿って，本学

大学院入学の誓詞に学術攻究とし、う表現をすることが決定されたのであります。

中国文学の碩学，古川幸次郎先生の言語表現についての厳正な姿勢の一端と，大学院学生の研究

に対する先生の深い真情とが伺われるものであるといえましょう。

次に，研究における学際化・ 総合化について述べてみます。学問の総合化は，今日の大学におけ

る研究 ・教育の重要な課題であります。それは，これまでの研究 ・教育における過度の専門分化，

すなわち全体的認識に対する視点を失った細分化，個別科学化の進展への反省に立つものでありま

す。

今日の学問体系を，その発生の起源に照らして省察してみると，まず人聞が「如何に生き，行動

すべきか」にかかわる主体的な知と，人間の環境としての世界が「如何にあるか」ということにかか

わる客観的な知とが，相互補完的に，また一体的に追究されなければなりません。これが人間の知

の本来の行われ方であって，学問 ・研究，科学技術のあり方の原点ともいえましょう。人間の生活

の向上や文化の発展は，このこつの知の均衡のとれた追究によって成立してきているものと考えら

れます。しかし，現代における学問の状況は，各個別の科学が互いに独立分化の度合を深め，過度

の専門性をもつに至ったのであります。そして，先に述べた人間環境の世界が「如何にあるか」に

かかわる知が，自然科学として独自の分化発達を遂げ，一方の，人聞が「如何に生き，行動すべき

か」にかかわる知との間が切り離され分裂した形一一 「科学の没価値性」一ーで歩んでし、るのが現
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代であります。このことはC.P.スノーの指摘した二つの文化の問題でもあります。このような，

自然科学の知見の技術的応用が工業社会の強力なシステムの中に組み込まれることによって，独走

的に進行し，人間疎外の問題を生起しつつある現代社会の事態は，重大であるといわざるを得ませ

ん。これらの反省に立って，人間のもつこつの知の全一的，総合化を計らなければなりません。こ

のことについて，大学や科学者は，社会と人類の将来に対して，学問 ・研究の立場から重大な責任

を負う ものといえましょう。

今日 ，大学において，その主流をなす分析的方法による学問の不充分性を補い，また過度の専門

分化からくる知的活動の枯渇と全体的な 目的意識の欠如を防ぐために，総合的方法による補完が必

要であり，そしてこのことは，学問 ・研究の各過程 ・段階，分野 ・部門において行われねばならな

いと考えます。例えば，現行の研究教育体制の改組 ・拡充であるとか，あるいは各学部学科の枠組

をもっと鉱げて，カリキュラムの履習を柔軟化するなど，学問 ・研究の総合化を目指した具体的処

置がなされなければならないでしょう。京都大学においては，現在，将来計画検討委員会を中心に

関係各委員会等において，この総合化問題を含む研究教育体制及びそれに即した施設の整備につい

て熱心に検討審議が行われております。その審議結果を得て慎重にかつ積極的にこの問題と取り組

んでまいりたl，、と考えております。

ところで，この研究教育上の総合化の具体的実施にあたっては，そのことにかかわる個々の研究

者 ・科学者の姿勢が一番大切なことであります。

諸君は，これからの大学院における知の追究にあたって，過度に専門分化 し個別科学化した現代

科学の弊害的側面を直視し，またその不充分性を知覚し，全体的認識にたった学問 ・研究を行うこ

と，すなわち専門性とともに総合性をも相補的に追究するという姿勢を忘れないでほしいと希望す

るものであります。

諸君の研究のスタートにあたり，これからの学問 ・研究のあり方や，また次代の科学を背負うこ

とになる諸君の心構えや研究の姿勢について，一言所感を申し述べて式辞といたします。

く大学の動き＞

名誉教授称号授与式

4月6日（土）午前10時35

分から，名誉教授称号授与式

が，本部大会議室において挙

行された。授与式は，部局長

の臨席のもとに行われ，称号

授与のあと，「総長あいさつ」

があって午前11時5分に終了

した。

ー・4・．．，．‘..・· ~·・． ．．・．・・’・．・’・．・’・．・・・．・・・．・・．．・・．．・・．．・・. ..・．‘a・・．・・・．・ー・.
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（医学部）

（法学部）

（教養部）

（化学研究所）

（経済学部）

（文学部）

（工学部）

（法学部）

（薬学部）

（文学部）

（農学部）

（食糧科学研究所）

（工学部）
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（教養部）
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称号を授与された方は次の32名で、ある。

（敬称略）

（出身部局名）

（理学部）

（人文科学研究所）

（理学部）

（文学部）

（薬学部）

（防災研究所）

（化学研究所）

（防災研究所）

（法学部）

（教育学部）

（虫学部）

（教養部）

（文学部）

（工学部）

名）

武生

光邦

裕彦
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ー～一一、FA……一一…へ…
なお，今年度の大学院入学状況は次のとおりで

ある。
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昭和60年度医療技術短期大学部

入学式

95* 
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20 ( 48) 

21 ( 39) 
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程側
一
一一

一
川

一
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土

一
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0

博
4月11日（木）午前10時5分から，昭和60年度

学部入学式が本学総合体育館において挙行され

た。

入学式は名誉教授はじめ来賓の臨席のもとに，

学歌斉唱（京都大学音楽部交響楽団，京都大学合

唱団の協力），「総長のことば」と進行し，午前10

時35分に終了した。

今年度の学部新入生は次のとおりである。

文学部200名，教育学部50名，法学部351名，経

済学部219名，理学部281名，医学部 121名，薬学

部80名，工学部948名，農学部305名，計2,555 

名。そのほか， 3年次に36名の編入生があった。

修 士 課 程

64 名

研

昭和60年度学部入学式

11 ( 77) 

12 

18 

592 

15 

137 

36 

注

教育学研究科

法 学 研 究 科

経済学研究科

理学研究科

医学研究科

薬学研究科

工学研究科

決学研究科

計

文学研究科

医療技術短期大学部では，昭和60年度入学式を

4月8日（月）午前10時から，本短期大学部講堂

-642一

4月11日（木）午後3時から，昭和60年度大学

院入学式が本学総合体育館において挙行された。

入学式は名誉教授はじめ来賓の臨席のもとに，

学歌斉唱（京都大学音楽部交響楽団，京都大学合

唱団の協力），「総長のことば」と進行し，午後3

時25分に終了した。

昭和60年度大学院入学式
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において来賓臨席のもとに挙行した。式典は学長

式辞，来賓祝辞と進行し，午前10時30分終了し

fこ。

今年度の新入生は，石護学科80名，衛生校術学

科・40名，』型学療法学科20名，作業療法学科20名及

び専攻科助産学特別専攻20名の計 180名である。

（医療技術短期大学部）

部 局長の交替等

経済研究所長

尾上久雄経済研究所教授（環境経済研究部門担

本学における教官等の発明

の取扱い

このたび，京都大学発ゆj審議委員会から，さき

に諮問した「民間等との共同研究の取扱い等につ

いて」の答申及び「京都大学における教官等の発

1yjの取敏いについて」の現況報告を受けたので，

ここにその全文を掲載します。ついては，本学の

教官等の発明の取扱いについて，より一層のご｝lj)

mとご協力をお願いする次第であります。

この答申及び現況報告をまとめていただいた委

員各位のご努力に対し，ここに深甚な感謝の意を

去します。

｜昭和60王手3月26日

総長沢 LU 敏男

昭和60年 3月191=1

総長沢出敏男殿

発明審議委以会委員長

三根 久

京都大学における教官等の

発明の取扱いについて

木学における教官等の研究の結果生じた発明の

取以いについては，昭和54年7月10日に制定さ

れ，同年10月 1日より施行された「京都大学発明

J/¥1.4；反則科」（以下「創程」とし、う。）にJ主づいて迎

当）が 4月2日同研究所長に再任された。任期は

昭和61年 3月31日までである。

原子炉実験所長

/1Yi],j;: J；卜j反f炉実験所教J受 (I反－f炉設備研究部

門担当）が 4月2日同実験所長に再任された。任

期は昭和62年 4月 1日までである。

保健管理センタ一所長

北村李4l／・保健管理センター教授（内科学専門）

が 4月2日間センタ一所長に再任された。任期は

昭和61年 3月31日までである。

用されており，発明審議委員会は発別に係る特許

を受ける権利の帰属について審議してきた。

この間，本委員会は総長から教官等の発lり！に係

る特許を受ける権利等のlT~以上 1fl要な『j；：羽につい

て諮問を受け，「特殊な研究設備の指定」「受託研

究の取扱し、」に関し答申を行っている。

しかしながら，本学教官と学外者との共同研究

の成果である共同発明については，なお審議すべ

き事項が多く残されている。

現在，昭和58年 7月18日付ーけの諮問 I民間等と

の共同研究の取扱い等について」（別紙 1）を審議

し，既にH百和59年 6月19日付けで「民間等との共

同研究に係る契約書」に関しては，別紙2の答申

を行っている。

更に上記の諮問・j1:JJ［を審議するにあたっては，

本学として教官等の発明に係る特許を受ける権利

の取扱いに関連する諸規程の総合的な見なおしを

しなければならないと考えられるが，とりわけ

「民間等との共同研究取敏規程」の）／jlj定， 「受，：E

研究取扱規程」の整備等が前提となるため，この

点に関する検討方をお願いする。

なお，発明審議委員会は過去 5年聞にわたる本

規程の運用実績を踏まえて，特許を受ける権利の

帰属の審議過程について，本学の教官各位にご理

解願い，本規程の運用をより一層適正にするため

に， if£－裂と｝J!,われる羽田並びに問題点を取りまと

めたので・（月lj紙3)' その周知方についてよろし

くお取り，11－らい下さるようお願いする。
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別 紙 1

II臼+JJ58:1'-7 J-J 1811 

発切］＇.毒品会員会

委員長三似 久敗

総長以川敏ヲj

民間等との共同研究の取扱い等

について（諮問）

このたび，月IJ紙（写）のとおり「民間等との共

同研究の取敏いについて」（U日平1158イF-5月1111付，

文学助白日95号）の通知があり， llR.f1158年度から

実施されることとなりました。

ついては，教官等の発明に係る特許を受ける権

利等の取り扱い方及び学内諸規程の改正等につい

て，ご検討頂きたく諮問します。

（日lj紙（’手）才i略）

別紙 2

II召不1159年 6月19日

総長沢IU 敏男蹴

発明審議委員会

委員長三恨 久

民間等との共同研究の取扱い等

について （答申）

昭和58年7月18円付けにて諮問のありました楳

ぷの件については，昭和58年9月26日付けで中間

報告ーを致しておりますが，その後当委員会におい

て，教官等の発明に係る特許を受ける権利等の取

りJ品、万及び学内諸規程の改正等に関して審議し

た結栄を，下記により答申します。

記

1. l¥;ll'd等との共同研究に係る契約苫（案）第14

条を，次のとおり改めるのが妥当である。

(11~願費等）

2ln4条 甲及び乙の共有に係る特許を受ける権

不J]Iこ関する出願望t，特許料等の負担について

は，原則として，乙が負担するものとする。

たどし，これにより史れ、J必~は巾乙協議のう

え，これと異なる定めをすることができるも

のとする。

Ci!:: ljlとは点九乙は民間'ii'.業をいう）

Jll'.1i1 

l込山 と の JlHl~I兜の以来とし ζ，｜山l ('j !J" Jl-イj1-

ゐに引っ た特訓を受ける権利じ閃すゐ 11.\WM.'i:~~＇： の

負担について，此聞が一万的に負担するか，さも

なければ同にその持分を譲渡するかの選以のみを

規定しておくことは，必ずしも公平とはし、えず適

切ではなし、。原則として，出願費等を乙の負担と

するが，甲乙協議によりそれと異なる定めをする

ことができると定めることが妥当である。

2. 「民間等との共｜口j研究」に｜刻述して，本学の

発明取扱規程等の改正の必要は特にないと与え

る。ただし民間等との共同研究契約の締結に

際して， 「本学教官等に対しては，京都大学発

明取扱規程が適用されること」 「出願経貨等の

負担区分等に関する事項」等を含む共同研究に

凶する覚3を交換するものとする。

理由

「民間等との共同研究について」の取扱民程の

ようなものが，現在のところ木学では制定されて

いないこと，並びにヒ記 1で答申した民間せzとの

共同契約に係る契約書（案）第14条の改正に伴っ

て，上記の覚書を交換する必要がある。

別紙 3

京都大学における教官等の発明

の取扱いについて

1. まえがき

本学における教官等の研究の結果生じた発ゆjの

取扱いについては， HR和54年7月10日に制定さ

れ，同年10月 1日から施行された「京都大学発明

取扱規程」（以下「規程」とし、ぅ。）にもとづき所

要の措｜百がとられ，発明審議委員会において当該

発明に係る特許を受ける権利の帰属について審議

されることになっている。発明審議委員会は過去

5年間における運営実績に鑑みて木発明ll'il扱組程

の主旨をよりよく理解して頂くために，以下に本

規程の特徴及び発明の取扱上特に重要と忠われる

諸問題点念切らかにし本Hl程0｝）古川のより－Jr:
の適正化を｜支｜りたいとX；えている。
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今後の発明の取扱いについて本学教職員各位の

ご理解とご協力をお願いするものである。

2. 京都大学発明取扱規程の特徴

大学の教官等の発明の基本的性格として，昭和

52年の学術審議会「大学教員等の発明に係る特許

等の取扱いについて」の答申では，原則として発

明は発明をした研究者個人に帰属するが，特定の

場合に限って固に権利が譲渡されるべきものとす

るという方向が打ち出されており，本学規程でも

教官等の発明に係る特許を受ける権利を固に承継

させるためには，応用開発を目的とする特定の研

究課題の下に，国から特別の研究経費を受け，ま

たは固から特別の研究目的のために設置された特

殊な研究設備を使用したことによって生じた発明

であることが必要であると第13条第 1号，第2号

として定められている。なお，本嵐程に対する

「補足説明」では，特別の研究経費を受け，また

は特殊な研究設備を使用したことが，当該発明を

生ずるについての決め手になっていることがキー

ポイントであることが示されている。従って発明

の決め手となる発想が確立されていて，それを確

かめるだけのために研究経費を受けたり特殊設備

を使ったような場合は，国に帰属しないことにな

る。これまでの審議の結果，以上の要件にてらし

て教官個人に帰属すると決定した事例も幾つか経

験している（後述 3を参照）。

なお， 「発明審議委員会」として全学委員会を

設けているが，特許の成立要件を議論するのでは

なく，単に特許を受ける権利の帰属について審議

するということを表したものである。またこの任

務遂行に当たっては，敏速なる処理が要求されて

いるため，届出があった場合必要に応じて委員会

内に少人数の小委員会を設け，委員会の定めた一

定の判断基準に適合するものに限って，小委員会

の判断をもって委員会の議決とすることができる

など，柔軟に対応できるようになっており，ほと

んど、の場合小委員会で－処理されているのが現状で

ある。

なお，権利帰属の決定にあたって十分に審議を

詰めることは最も大切なことであり，届出の書面

に記載された事項だけで判断することが困難な場

合も多く，必要に応じて，委員会は発明者本人そ

の他委員会が適当と認める者の出席を求めて説

明，意見を聞き，確認することができるよう配慮

しており，本学の規程には異議申立規定を含めて

L、なし、。

次に発明の届出の範囲については，本学の場

合， 「教官等ーが発明すればすべて届け出るべきで

ある」のではなく， 「国に権利が帰属する要件 ：

第13条第 l号，第2号のいずれにも該当しないこ

とが明らかであるときはこの限りでなし、」，すな

わち届け出る必要がない，としている。これは，

第 1号，第 2号が例外的に国に帰属すべきものを

規定したものであり，すべて届け出るとした場合

の膨大な事務量と，出てきた届出をいちいち，チ

ェックして第 1号，第2号の事由に該当するかの

判断の煩雑さを考え，更に教官個人の良識に全幅

の信頼を置いたためである。

本規程は，以上述べたように大学における学術

研究活動の目的 ・性格に鑑みて，教官による研究

の結果生じた発明に係る特許を受ける権利は発明

者である教官個人に帰属するものとし，例外的に

国が権利を承継すべき要件を第13条第 1号，第 2

号に定めたものである。その基本的な考え方は，

発明者である教官の良識ある判断を信頼し，その

利益を適切に保護することによって，本学におけ

る自由な研究の発展を促進することを目的として

いる。

この規程が制定されるまでは，特許を受ける権

利の帰属についての統一的基準は定められておら

ず，ただ教官個人の判断に基づき申請のあったも

のだけを固有の発明とすることで推移してきた。

本規程の制定により，特許を受ける権利が国に帰

属すべきかどうか疑問がある場合には，第14条に

より速やかに総長に届け出て国が承継するか，否

かの決定を受けるものとなっている。個人に帰属

するとし、う決定を正式の機関によって承認される

ことは，むしろ望ましいことと考えられるし，ま

た個人に帰属する場合に第17条によって国に譲渡

することができる。ただし，本来の研究活動と全

く関係なくなされた発明はここでいう任意譲渡の

対象とはならなし、。この任意譲渡の規定は，特許

出願には費用を要し，申請手続も煩雑でかなり高

度の専門的知識と実務的経験を要するため，とか

く埋もれがちであった大学における発明の活性化

-645ー
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を図り，有効適切な実施を促進することにより，

学術研究の育成に資せんと1、う考えにたっている

のである。

なお，任意譲渡を含めて国が特許を受ける権利

を承継した場合，特許の出願から実施までの一連

の業務は，後述のように日本学術振興会が行うこ

とになっている。

3. 発明審議委員会の運営実績

発明審議委員会発足以来これまでに39回の委員

会と20回の小委員会が開催されているが，前述の

ように届出の審議は発足当初を除いて小委員会で、

行われている。

ちなみに，昭和54年10月以前と以降（規程施行

後）の特許出願 ・畳録数は（表 1）のようになって

おり，発明審議委員会審議によるもの32件中（表

2 ), 国が権利を承継すべきものは 8件， 承継す

べきでないと判断されたもの 7件，任意譲渡で、国

が承継したもの17件となっている。なお，本学で

はへリオ トロ ン核融合研究センターの， 「強磁場

へリオトロンE超高温プラズマ実験装置一式」

表l 特許出願 ・登録件数調 60.1.15現在

I ¥54年10月以降

内：ぞ分｜同年10月以前｜（観報努）

＼ グ臼扇子訂芥冨｜国内 ｜外国 1

、~ I 出願 ｜ 出願 ｜ 出願 ！ 出願

出版中 I 1件i河川 23件｜

勝件数 I22 I 21 I 2 2 I 

※ 54年10月以降届出件数 32件
発明審議委員会審議によるr3条制により承継 8件
13条該当しない・…一個人帰属 7件
17条……任意譲渡（承継） 17件

54年10月以前出願件数 35件

（出願中 l件
登録 22件
拒絶受入れ 12件

（契約価格 7,288,353,000円）だけが取得価格 5

億円以上となっていて，第13条第 2号の特殊な研

究設備に指定されている。なお，これによる発明

の届出事例はまだなし、。発明取扱規程制定直後に

は任意譲渡を含めて比較的多くの届出があった

が，最近では定常状態に達して

表2 発明の届出件数と特許を受ける権利の帰属の状況
いると考えられている。

（昭和53年度～昭和59年度） 60.1.15現在

エヲ～之と＼5s ~ I 55 I 56 I 5715s j川備考
I II件件｜件件件件 件｜尽都学発

1 殻議事~i装ら ト一一一4 一一6 一一3 一5一←9一一一5 一3一2 昭明取54.扱7規．程10 

第13条 一一一一 一一1一一1一一3一一一一7 グ54.10.1 I 

2 該当 竺C ' 施行 ｜ 
1のうち

国に帰属 A 
した件数 第17条

該当
B 

c 2 3 2 1 5 4 17 

3 
1のうち個人に帰属 2 1 2 1 1 7 
した件数

言十 41613151915132 

（注） 2の第13条該当（職務発明によるもの），第17条該当（任意譲渡に

よるもの）の欄は， A…受託研究による発明， B…科学研究費補

助金による発明， C…その他の経費による発明。
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4. 発明取扱規程の運用上の

問題点

以上述べたように大学におけ

る学術研究は，研究者の自由な

発想のもとに，研究活動が展開

されるべきであり，特許につな

がる成果を上げることを直接の

目的としていないが，独創的な

研究の成果が特許等の権利とし

て結実し，それが広く会社にお

いて活用されることは極めて有

意義なことである。以下では，

本規程の適正かつ円滑な運用上

問題と思われる点を述べる。

(1) 特別の研究経費

国が権利を承継すべき発明

とは，第13条第 1号，第 2号

に規定された場合に限られて

いる。第 1号でいう特別の研
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究経費とは，科学研究費補助金，特定研究経

費，大型共同研究等経費，国際共同研究等経

費，受託研究費，民間等との共同研究経費等が

含まれている。本学においてこれまでに届出の

あった発明には科学研究費補助金によるものが

多い。

発明取扱規程は，特許を受ける権利は本来発

明者である教官個人に帰属するとし、う前提で設

けられているが，応用開発を目的とする特定の

研究課題，たとえばエネノレギー特別研究（核融

合）「高温プラズマの制御」のもとに科学研究

費補助金の交付を受けて研究を行い，その結果

所期の目的に沿う内容の発明が生じた場合，そ

の発明に係る特許を受ける権利は，国に帰属す

べきことになるとされている。発明審議委員会

では，権利の帰属の判断資料として，科学研究

費補助金申請のための計画調書，同交付申請書

の提出を求めることにしており，応用開発を始

めから目的としているのか，また研究計画 ・方

法，研究経費，従来の研究経過などについて調

査し補助金を受けたことが，当該発明を生ずる

についての決め手となっているのかどうかを判

断することにしている。したがって，科学研究

費補助金を申請するに際しては，この点を十分

考慮しておく必要があると考えている。試験研

究のような場合は，その性格上第13条第 1号に

該当することが多いと思われる。

(2) 出願前の発明の公表について

出願前に（i）圏内で公然に知られ， (ii)実施さ

れ，または GiD圏内 ・外で刊行物に記載され，あ

るいは研究集会等において文書をもって発表さ

れた発明は，特許を受けることができないとさ

れている。特許出願よりも学会発表を優先させ

たし、というのは，研究者として無理からぬこと

であるが，特許制度は，発明を出願とし、う方法

によって開示させることの見返りとして，その

出願者に特許権等の排他的独占権を認めるもの

であり，出願前に公表された発明等は原則的に

は，その権利を受けられないのである。ただ

し出願前に公表を避けることができなかった

場合には，公表から 6か月以内に出願している

のであれば，例外的に救済措置が認められてい

るが，この特許法第30条の「新規性の喪失の例
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外規定」の適用を受けるためには，以下の要件

を備えていることが必要である。特に公表は 1

回限りで，出願前に複数回にわたって公表した

ときは，特定の場合を除き，この例外規定の適

用は受けられないので注意を要する。

(!) 刊行物に発表した場合

① 特許を受ける権利を有する者が刊行物

に発表していること

② 刊行物が頒布され，発明が初めて公知

になっていること

①特許を受ける権利を有する者が特許出

願をしていること

④ 刊行物が頒布された日から 6か月以内

に出願していること

⑤ 刊行物に発表した発明が特許出願に係

る発明であること

(2) 研究集会において文書をもって発表した

場合

①特許を受ける権利を有する者が，研究

集会において文書をもって発表している

こと

②発表することにより，発明が初めて公

知になっていること

①発表が，特許庁長官が指定する学術団

体が開催する研究集会でなされているこ

と

④ 特許を受ける権利を有する者が特許出

願をしていること

⑤ 発表した日から 6か月以内に出願して

し、ること

⑥発表した発明が特許出願に係る発明で

あること

(3) 前記（1)(2）の場合，出願日から30日以内に

その事実を「証明する書面」を提出する必

要があること。また，特許願に記載された

発明者氏名と，刊行物等に記載された発表

者氏名とが一致していない場合は，発明者

と発表者との関係について釈明するため

に，陳述書の提出が必要となること。

以上に述べたように，発表した日から 6か月

以内に出願すればよいとなっているものの，刊

行物に公表した日をもって，特許を受ける権利

が優先的に保護されるのではなくて，特許法上
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の取扱いは，あくまで出願日をもって処理され

るので，一刻も早く出願する必要がある。公表

された発明は，そのことによって権利として登

録されない場合や，他人によって先願される場

合もあることに注意すべきである。

(3) 共同研究等によって生じた発明

近年理工系の研究は，複数の研究者が共同し

てなされる場合が多くなっており，因みに，こ

れまでの届け出の半数以上は共同発明となって

いる。

共同研究から生ずる発明（以下「共同発明」

という。）に係る特許権等（特許を受ける権利

を含む。）については， 当該発明に寄与したす

べての共同研究者の共有となる。この場合，当

該発明が，本学教官に関して発明取扱規程第13

条第 l号あるいは第2号に該当したときは，そ

の発明に係る特許を受ける権利は国に承継され

ることになるが，共同発明者に本規程の適用を

受けないものが含まれている場合，とりわけ国

と国以外のものとの共有闘係が生じた場合，問

題が複雑である。このため，発明審議委員会に

おし、て長期にわたり，本学の教官等が，外部の

研究者との共同研究により生じた共同発明に係

る特許を受ける権利の帰属について継続審議し

てきたが，なお検討中である。

共同研究の形態としては，本学教官を中心に

して考えた場合その類型は相当数にのぼるが，

以下では本学教官と研修員との共同研究，及び

本学教官と企業（受託研究員，民間等共同研究

員を含む。） との共同研究の二つを取りあげる

こととする。本学以外の国 ・公 ・私立大学の教

官との共同研究や，大学以外の国立の研究所と

の共同研究から生じた共同発明に係る特許を受

ける権利の帰属については，本規程の運用上，

指摘すべき問題が比較的少ないといえるので，

ここでは特にふれなし、。

(i) 本学教官と研修員聞の共同発明

研修員の地位は，本学の研修員規程上職員

に準ずるものとされているが，特許を受ける

権利に関しても，職員に準じた扱いになると

は直ちにはいえないので，むしろ個々的に分

けて考えるのが妥当であろう。

(ii) 民間等との共同研究
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本制度は，国立大学等の研究者と民間等の

研究者とが，大学において共通の課題につい

て共同で研究する道を聞くため，文部省が昭

和58年度から新たに発足させたもので，財政

硬直と民間活力の利用から，今後ますますこ

の形態が増加するものと予想されている。

本学においては，特に「民間等との共同研

究の取扱規程」は定められていないので，

受託研究取敏規程に準じて処理され，一件ご

とに「民間等との共同研究に係る契約」が締

結されることになっている。本学の契約書で

は，特許出願，優先実施権，第三者に対する

実施の許諾，特許の実施料，特許の出願費等

が規定されている。その要点は，共同発明の

場合は，国と相手方民間企業等双方の共有と

し，本学の教官等の単独発明の場合は，国が

単独で承継するものとしている。もちろん，

契約の締結に際しては， 「本学教官等に対し

ては，京都大学発明取扱規程が適用されるこ

と」を相手方に了知させる必要があり，ま

た，「出願経費等の負担区分等に闘する事項」

を含めた共同研究に関する覚書を交換してお

くものとされている。さらに，共同発明に係

る特許を受ける権利が国と民間との共有とな

る場合，特許出願を行うに際して，当該特許

を受ける権利に係る国と，民間等との持分等

を定めた共同出願契約を締結する旨定められ

ている。これに応じて出願費等については，

「甲（京大）及び乙（民間企業）の共有に係

るJ持許を受ける権利に関する出願費，特許料

等の負担については，原則として，乙（民間

企業）が負担するものとする。ただし，これ

により難い場合は甲乙協議のうえ，これと異

なる定めをすることができるものとする。」

と定めている。したがって，共同研究契約の

締結に際して， 「出願経費等の負担区分等に

関する事項」についても覚書を交換すべきで

あると考えている。

。ii) 受託研究

受託研究を産業界等外部からの委託を受け

て行う場合は，「京都大学受託研究取扱規程」

第4条第 1項第 2号として，受託研究の結果

生じかっ国に帰属すべき工業所有権等の権
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利は委託者等外部の者に無償で使用させ，ま

たは譲渡することはできないと定められてい

る。そこで，受託研究の受入れにあたって

は，委託者に対して京都大学受託研究取扱規

程を了知させるとともに，前記規程第4条第

1項第2号に係る工業所有権等の帰属は京都

大学発明取扱規程第13条，第14条によるもの

であることを同意させておくことが必要であ

る。受託研究によって，発明が生じた場合の

取扱いは，次に述べる「民間等との共同研

究」の場合とほぼ同じとなっている。

(4）任意譲渡について

本学発明取扱規程第17条によると，教官個人

に帰属すべき特許を受ける権利をその教官が，

固に譲渡することを申し出ることが認められて

し、る。その申し出に基づいて，発明審議委員会

が当該発明に係る特許を受ける権利を，国が承

継することとしたものについては，特許の出願

から実施までの一連の業務は，日本学術振興会

が行うことになっている。教官個人で既に出願

済みの発明でも，国で受け入れることができる

が，出願に要した費用は還元されなし、。また，

f同人でしかるべき弁理士を通じて出願手続を進

めている途中で，国に譲渡を申し出た場合，そ

の弁理士が，日本学術振興会の予め指定する弁

理士と違うときには，事務的に引き継ぐだけで

は済まなく，経費の面で問題を生ずることが多

L、。すなわち，日本学術振興会では，承継して

固有となった時点以後のみについて経費負担す

ることになり，それ以前の経費は個人負担とな

る。緊急を要するものは，出願する前に日本学

術娠興会に連絡する必要がある。この点は，特

許に係る権利の性質上，現行の制度運用に関し

改善すべき事柄の一つである。なお，任意譲渡

に当たっては，発明者が特許権利取得の可能性

が大きし、かどうか，また実用的価値があるかど

うかについて十分に検討されていることが望ま

れる。

5. おわりに

発明取扱規程は，自由発明と職務発明と 2つの

考え方に対して，国が権利を承継すべき発明の範

囲について規準を示したものであり，これにより

権利の帰属に関する判断基準が一応確立されたの

である。従来は，特許の申請は発明者である教官

個人が主体となって，煩雑な事務処理をする必要

があったが，この事務手続と経費は，日本学術振

興会が受け持つことになり ，本学の負担は，経費，

業務の両面で著るしく軽減されることになった。

特許として登録された発明の実施，すなわち企

業化については，日本学術振興会を通じて新技術

開発事業団が担当することになっており，委託開

発及び開発のあっせんの 2形態で実施化活動が行

われており，優れた大学の研究成果が，固有特許

技術として積極的に活用されるような体制が確立

されている。

この際，民間企業等が当該発明を実施し，販売

等の成果が上がったときは，通常売上げ額の 3～

5$ちの実施料が新技術開発事業団に納付される

が，あっせんの場合は，大学90%，日本学術娠興

会 l箔，新技術開発事業団 9$ぢ，委託開発の場合

は，大学471-必，日本学術振興会 5立必，新技術
19 19 

開発事業団47－－＇－第の比率で比例配分されることに
19 

なっている。

なお，発明者自身に対する補償金は，現行では

200万円が限度となっているが， 実施料の一部を

発明を行った当該教官，またはその所属研究組織

へ研究奨励金として還元される方向で，改善措置

の検討が進められている。現在のところ相当な実

施料収入をあげている大学の研究者に対しては，

研究奨励金としてではないが，研究施設 ・設備費

等に一定の予算措置が講じられた例のあることが

報告されている。

以上述べたように，発明取扱規程は，大学の教

官等の権利を尊重し，発明に係る特許出願を迅速

かつ効率的に行い，特許権化を図って研究成果の

社会的活用を促進することを意図したものであ

る。

今後，この制度がより有効に機能し，続々と優

れた発明が実用化され，社会的に貢献されること

を切に希望するものである。

。
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食糧科学研究所

食品プロセス研究部門

食糧科学研究所は，食糧の生産，加工，利用及

び貯蔵に関する基礎並びに応用の研究を行う目的

で，昭和21年9月本学に附置された。研究所設立

当初の食糧窮乏の時代においては，緊急の食糧事

情を打開 ・改善するための応用研究に重点が置か

れていたが，その後の社会経済の発展と食糧に関

する科学的認識の深まりとが相まって，食糧科学

に対する社会的要請の内容が質的に変化した。今

日，世界の人口と食糧生産量の聞の不均衡は，ま

すます深刻さの度合を強め，食糧危機の問題は，

単なる予測の段階から現実の問題になりつつあ

る。本研究所においては，このような食糧問題に

対する社会的要請に応えるために，新しい食糧資

源の開発，及び既存食糧資源、の生産性向上と高度

有効利用を重点課題と して取り上げ，基礎的な問

題から応用研究にいたるまでの組織的研究を推し

進めてきた。その過程において，有用な食品素材

の開発に関する萌芽的研究を育成してきたが，昭

2輸型エクストルーダ

和58年4月にはこれらの萌芽的研究を独立した研

究分野として確立し，推進させるために，食品プ

ロセス研究部門が設置された。

本研究部門は，所内の他部門と協同して，新し

い食品素材としての未利用資源の開発と利用を目

的とする研究を進捗させ，品質変換操作中に起こ

る様々な問題を解決するために鋭意努力してL、

る。現在の主な研究課題は以下のようである。

I) 食品素材の品質変換と新素材の開発（物理的

及び生物工学的操作による新しい食品調製素材

開発，機能特性や栄養特性の向上を目的とした

品質変換，食品に混和された異種タンパク質の

検出）

2) 食品に要求される基本的な機能についてのプ

ロセス学的研究（食品のl脅好特性，栄養特性の

解析並びに諸特性の維持増強，食品機能のデザ

イン）

3) 極端条件下における食品成分の性状解析

4) 有用酵素の研究と食糧資源の高度利用

新研究部門の設置にともなって，新食品素材製

造実験室が新営され，上述の研究課題の遂行に必

要な製造試験装置が整備された。そのうちの主な

ものは， 2軸型エクストルーダ（写真）とセント

リサーム ・ェパポレータである。エクストルーダ

は，スクリュー駆動によって連続的に食品加工原

料を混合，境搾，加熱，加圧，興院「f，熔融，成型

することによって，製品に望ましい組織を作り出

し，新しい形態の食品材料を作り出すものである

（表紙写真）。本実験室に整備された2軸型装置

は，従来の 1軸型装置に較べて，原料の搬送性が

高いので，高水分あるいは高油分原料を，品質の

劣化を最小限にとどめながら高度に加工すること

ができるものである。セントリサーム ・ェパポレ

ータは，遠心分離と減圧蒸発の原理を組み合わせ

た濃縮装置である。本装置は，瞬間的な加熱によ

って溶媒を蒸発させるもので，動植物や微生物か

らの抽出液に含まれる有用成分を変性分解させる

ことなく，効率よく濃縮することが出来るほか

に，殺菌，脱臭，芳香成分の回収なども行うこと

ができ，また加熱温度を必要に応じて変更できる

などの機能を備えている。

これらの装置類を駆使することによって，食品

の栄養特性，日香好特性，その他の機能特性を改善

-650ー






	空白ページ
	空白ページ

